
規 則

告 示

医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第８号

医療法施行細則の一部を改正する規則

医療法施行細則（昭和47年沖縄県規則第163号）の一部を次のように改正する。

第27号様式備考中７を９とし、６を８とし、５を６とし、その次に次のように加える。

７ 医療法第51条第２項の医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書

第27号様式備考４の次に次のように加える。

５ 関係事業者（理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と医療法

施行規則第32条の６で定める特殊の関係がある者をいう。）との取引の状況に関する報告書

附 則

この規則は、平成29年４月２日から施行する。
件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第194号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、沖縄県宮古農

林水産振興センター所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺地内（松原南地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成28年８月22日から平成29年２月17日まで

３ 作業種類 公共測量（地区確定測量）
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件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第194号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、沖縄県宮古農

林水産振興センター所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺地内（松原南地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成28年８月22日から平成29年２月17日まで

３ 作業種類 公共測量（地区確定測量）

件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第195号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、沖縄県宮古農

林水産振興センター所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺地内（西西地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成28年８月22日から平成29年２月17日まで

３ 作業種類 公共測量（地区確定測量）

件名：公共測量の実施の終了の通知

（定型土都30）農地農村整備課

沖縄県告示第196号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、沖縄県宮古農

林水産振興センター所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 公共測量を実施した地域 宮古島市城辺地内（村越地区）

２ 公共測量を実施した期間 平成28年８月22日から平成29年２月17日まで

３ 作業種類 公共測量（地区確定測量）

告 示

件名：漁船損害等補償法に基づく付保義務の同意の認定 （定型農水６）水産課

（案１）

沖縄県告示第197号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第３項の規定により、平良加入区について普通損

害保険契約の締結の同意があったものと認める。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県告示第198号

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示を次のように定める。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程（平成11年沖縄県告示第575号）の一部を次のように改正

する。

第４条を次のように改める。

（譲受者等）

第４条 分譲用地を譲り受けることができる者（以下「譲受者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者であって、別表第１に定める要件を満たすものとする。

⑴ 分譲用地内で工場又は事務所（以下「工場等」という。）を建設し、別に定める事業（以下「対象事

業」という。）を営む者

⑵ 現に国際物流拠点産業集積地域内で対象事業を営んでいる者であって、当該分譲用地を対象事業の実

施のために使用するもの（以下「産業集積地域内事業者」という。）

⑶ 対象事業を営む者（以下「操業者」という。）と共同して工場等を設置する目的で、新たに用地を取

得する者（以下「用地取得者」という。）

第５条第２項中「（以下「分譲申込者」という。）」を削る。

第６条第１項中「分譲申込者」を「分譲申込書」に改める。

第10条第１項中「資格要件」を「要件」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 譲受者は、分譲用地の使用に当たり、別表第２に定める工場等の操業開始等に係る期限を遵守しなけれ

ばならない。

３ 譲受者は、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により、土地売買契約の締結時の工場等建設

計画を変更し、又は別表第２に定める期限を延長しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を得なけ

ればならない。

第10条第４項から第６項までを削る。

第11条に次の１項を加える。

３ 譲受者が用地取得者の場合には、操業者に前２項の規定を適用する。この場合において、用地取得者

は、操業者に前２項に規定する公害関係法令等の遵守、環境保全協定の締結及び公害防止協定の締結をさ

せなければならない。

第12条後段を削り、同条に次の２項を加える。

２ 譲受者が産業集積地域内事業者であって、現に使用する国際物流拠点産業集積地域の用地と新たに取得

する分譲用地を一体的に使用するときは、前項の規定による緑地の割合は、当該国際物流拠点産業集積地

域の用地の面積と当該分譲用地の面積を合算した面積に占める割合とすることができる。

３ 譲受者が用地取得者の場合であって操業者が工場等を建設するときは、用地取得者は、操業者に第１項

に規定する緑地の割合を確保させなければならない。

第13条中「又は第三者」の次に「（譲受者が用地取得者の場合にあっては操業者以外の第三者）」を加え

る。

附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第４条関係）

譲受者 要件

工場等を建 譲受者が満たさなければならない要件
設し、対象 ⑴ 青色申告書を提出する法人であること。
事業を営む ⑵ 貿易若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行うために必要な事業を行
者又は産業 う者であること。
集積地域内 ⑶ 分譲用地の売買代金の支払能力を有している者であること。
事業者 ⑷ 工場等の建設資金を調達する能力を有している者であること。

⑸ 事業資金の調達能力を有している者であること。
⑹ 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害に対して、十分な公害防止対策が可能

な者であること。
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沖縄県告示第198号

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示を次のように定める。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程（平成11年沖縄県告示第575号）の一部を次のように改正

する。

第４条を次のように改める。

（譲受者等）

第４条 分譲用地を譲り受けることができる者（以下「譲受者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者であって、別表第１に定める要件を満たすものとする。

⑴ 分譲用地内で工場又は事務所（以下「工場等」という。）を建設し、別に定める事業（以下「対象事

業」という。）を営む者

⑵ 現に国際物流拠点産業集積地域内で対象事業を営んでいる者であって、当該分譲用地を対象事業の実

施のために使用するもの（以下「産業集積地域内事業者」という。）

⑶ 対象事業を営む者（以下「操業者」という。）と共同して工場等を設置する目的で、新たに用地を取

得する者（以下「用地取得者」という。）

第５条第２項中「（以下「分譲申込者」という。）」を削る。

第６条第１項中「分譲申込者」を「分譲申込書」に改める。

第10条第１項中「資格要件」を「要件」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 譲受者は、分譲用地の使用に当たり、別表第２に定める工場等の操業開始等に係る期限を遵守しなけれ

ばならない。

３ 譲受者は、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により、土地売買契約の締結時の工場等建設

計画を変更し、又は別表第２に定める期限を延長しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を得なけ

ればならない。

第10条第４項から第６項までを削る。

第11条に次の１項を加える。

３ 譲受者が用地取得者の場合には、操業者に前２項の規定を適用する。この場合において、用地取得者

は、操業者に前２項に規定する公害関係法令等の遵守、環境保全協定の締結及び公害防止協定の締結をさ

せなければならない。

第12条後段を削り、同条に次の２項を加える。

２ 譲受者が産業集積地域内事業者であって、現に使用する国際物流拠点産業集積地域の用地と新たに取得

する分譲用地を一体的に使用するときは、前項の規定による緑地の割合は、当該国際物流拠点産業集積地

域の用地の面積と当該分譲用地の面積を合算した面積に占める割合とすることができる。

３ 譲受者が用地取得者の場合であって操業者が工場等を建設するときは、用地取得者は、操業者に第１項

に規定する緑地の割合を確保させなければならない。

第13条中「又は第三者」の次に「（譲受者が用地取得者の場合にあっては操業者以外の第三者）」を加え

る。

附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第４条関係）

譲受者 要件

工場等を建 譲受者が満たさなければならない要件
設し、対象 ⑴ 青色申告書を提出する法人であること。
事業を営む ⑵ 貿易若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行うために必要な事業を行
者又は産業 う者であること。
集積地域内 ⑶ 分譲用地の売買代金の支払能力を有している者であること。
事業者 ⑷ 工場等の建設資金を調達する能力を有している者であること。

⑸ 事業資金の調達能力を有している者であること。
⑹ 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害に対して、十分な公害防止対策が可能

な者であること。

用地取得者 １ 用地取得者及び操業者がそれぞれ満たさなければならない要件
⑴ 青色申告書を提出する法人であること。
⑵ 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害に対して、十分な公害防止対策が可能

な者であること。
２ 用地取得者又は操業者のいずれかが満たさなければならない要件

⑴ 貿易若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行うために必要な事業を行
う者であること。

⑵ 分譲用地の売買代金の支払能力を有している者であること。
⑶ 工場等の建設資金を調達する能力を有している者であること。
⑷ 事業資金の調達能力を有している者であること。

別表第２（第10条関係）

工場等の建設（２の項の譲受者に 工場等の操業（２の項の譲受者
譲受者 あっては分譲用地を使用するため にあっては分譲用地の使用）開

の工事）着手期限 始期限

１ 工場等を建設し、対象事業を 引渡日から２年以内 引渡日から３年以内。土地売買
営む者、産業集積地域内事業者 契約の締結時の工場等建設計画
のうち工場等を建設するもの又 に定める全工場等については引
は用地取得者 渡日から５年以内

２ 産業集積地域内事業者のう 引渡日から２年４月以内 引渡日から３年４月以内
ち、工場等を建設することを要
しないと知事が認めるもの

附 則

この告示は、平成29年３月17日から施行する。

沖縄県告示第198号

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示を次のように定める。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程の一部を改正する告示

沖縄県国際物流拠点産業集積地域用地分譲規程（平成11年沖縄県告示第575号）の一部を次のように改正

する。

第４条を次のように改める。

（譲受者等）

第４条 分譲用地を譲り受けることができる者（以下「譲受者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者であって、別表第１に定める要件を満たすものとする。

⑴ 分譲用地内で工場又は事務所（以下「工場等」という。）を建設し、別に定める事業（以下「対象事

業」という。）を営む者

⑵ 現に国際物流拠点産業集積地域内で対象事業を営んでいる者であって、当該分譲用地を対象事業の実

施のために使用するもの（以下「産業集積地域内事業者」という。）

⑶ 対象事業を営む者（以下「操業者」という。）と共同して工場等を設置する目的で、新たに用地を取

得する者（以下「用地取得者」という。）

第５条第２項中「（以下「分譲申込者」という。）」を削る。

第６条第１項中「分譲申込者」を「分譲申込書」に改める。

第10条第１項中「資格要件」を「要件」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。

２ 譲受者は、分譲用地の使用に当たり、別表第２に定める工場等の操業開始等に係る期限を遵守しなけれ

ばならない。

３ 譲受者は、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により、土地売買契約の締結時の工場等建設

計画を変更し、又は別表第２に定める期限を延長しようとするときは、あらかじめ、知事の承認を得なけ

ればならない。

第10条第４項から第６項までを削る。

第11条に次の１項を加える。

３ 譲受者が用地取得者の場合には、操業者に前２項の規定を適用する。この場合において、用地取得者

は、操業者に前２項に規定する公害関係法令等の遵守、環境保全協定の締結及び公害防止協定の締結をさ

せなければならない。

第12条後段を削り、同条に次の２項を加える。

２ 譲受者が産業集積地域内事業者であって、現に使用する国際物流拠点産業集積地域の用地と新たに取得

する分譲用地を一体的に使用するときは、前項の規定による緑地の割合は、当該国際物流拠点産業集積地

域の用地の面積と当該分譲用地の面積を合算した面積に占める割合とすることができる。

３ 譲受者が用地取得者の場合であって操業者が工場等を建設するときは、用地取得者は、操業者に第１項

に規定する緑地の割合を確保させなければならない。

第13条中「又は第三者」の次に「（譲受者が用地取得者の場合にあっては操業者以外の第三者）」を加え

る。

附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第４条関係）

譲受者 要件

工場等を建 譲受者が満たさなければならない要件
設し、対象 ⑴ 青色申告書を提出する法人であること。
事業を営む ⑵ 貿易若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行うために必要な事業を行
者又は産業 う者であること。
集積地域内 ⑶ 分譲用地の売買代金の支払能力を有している者であること。
事業者 ⑷ 工場等の建設資金を調達する能力を有している者であること。

⑸ 事業資金の調達能力を有している者であること。
⑹ 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害に対して、十分な公害防止対策が可能

な者であること。
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公 告

用地取得者 １ 用地取得者及び操業者がそれぞれ満たさなければならない要件
⑴ 青色申告書を提出する法人であること。
⑵ 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の公害に対して、十分な公害防止対策が可能

な者であること。
２ 用地取得者又は操業者のいずれかが満たさなければならない要件

⑴ 貿易若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行うために必要な事業を行
う者であること。

⑵ 分譲用地の売買代金の支払能力を有している者であること。
⑶ 工場等の建設資金を調達する能力を有している者であること。
⑷ 事業資金の調達能力を有している者であること。

別表第２（第10条関係）

工場等の建設（２の項の譲受者に 工場等の操業（２の項の譲受者
譲受者 あっては分譲用地を使用するため にあっては分譲用地の使用）開

の工事）着手期限 始期限

１ 工場等を建設し、対象事業を 引渡日から２年以内 引渡日から３年以内。土地売買
営む者、産業集積地域内事業者 契約の締結時の工場等建設計画
のうち工場等を建設するもの又 に定める全工場等については引
は用地取得者 渡日から５年以内

２ 産業集積地域内事業者のう 引渡日から２年４月以内 引渡日から３年４月以内
ち、工場等を建設することを要
しないと知事が認めるもの

附 則

この告示は、平成29年３月17日から施行する。

件名：沖縄県証紙売りさばき人の指定

（定型出会１）会計課

沖縄県告示第199号

沖縄県証紙条例（昭和47年沖縄県条例第94号）第５条第１項の規定により、沖縄県証紙売りさばき人を次

のとおり指定した。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

名称 所在地 売りさばき所の所在地 指定年月日

浦添市職員労働組合 浦添市安波茶一丁目１番１ 浦添市安波茶一丁目１番１ 平成29年３月８日
号 号（地下１階 浦添市職員

労働組合売店）

件名：補正予算の公表

（財政課）

公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規定により、平成29年３月８日県議会の議決を経た

補正予算の要領を別冊のとおり公表する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

（案１）

○知事が施行者になった都市計画事業の施行についての周知

（定型土都13） 道路街路課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第２項の規定による都市計画事業の認可を受けたので、同法

第66条の規定により、次のとおり公告する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画事業の種類及び名称

⑴ 種類 那覇広域都市計画道路事業

⑵ 名称 ３・４・９号旭橋線国道329号

２ 施行者の名称 沖縄県

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目２番２号

４ 事業地

⑴ 収用の部分 沖縄県那覇市泉崎１丁目及び旭町地内

⑵ 使用の部分 なし

（案１）

○知事が施行者になった都市計画事業の施行についての周知

（定型土都13） 道路街路課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第２項の規定による都市計画事業の認可を受けたので、同法

第66条の規定により、次のとおり公告する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画事業の種類及び名称

⑴ 種類 那覇広域都市計画道路事業

⑵ 名称 ３・４・17号労金線

２ 施行者の名称 沖縄県

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目２番２号

４ 事業地

⑴ 収用の部分 沖縄県那覇市泉崎１丁目地内

⑵ 使用の部分 なし
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（案１）

○知事が施行者になった都市計画事業の施行についての周知

（定型土都13） 道路街路課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第２項の規定による都市計画事業の認可を受けたので、同法

第66条の規定により、次のとおり公告する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画事業の種類及び名称

⑴ 種類 那覇広域都市計画道路事業

⑵ 名称 ３・４・17号労金線

２ 施行者の名称 沖縄県

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目２番２号

４ 事業地

⑴ 収用の部分 沖縄県那覇市泉崎１丁目地内

⑵ 使用の部分 なし

（案１）

○知事が施行者になった都市計画事業の変更についての周知

（定型土都14） 道路街路課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定による事業計画の変更の認可を受けたので、同

法第66条の規定により、次のとおり公告する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画事業の種類及び名称

⑴ 種類 那覇広域都市計画道路事業

⑵ 名称 ３・２・10号豊見城中央線

２ 施行者の名称 沖縄県

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目２番２号

４ 事業地

⑴ 収用の部分 沖縄県豊見城市字高安西原、高安原及び前原並びに字宜保前原地内において事業地を変

更する。

⑵ 使用の部分 なし

（案）

○市決定に係る都市計画の変更の図書の縦覧

公 告 定型土都(10） 都市計画・モノレール課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、宜

野湾市から送付のあった那覇広域都市計画公園の変更に係る図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画の名称 ３・３・宜１号野嵩第一公園

２ 縦覧場所 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課

（案）

○市決定に係る都市計画の変更の図書の縦覧

公 告 定型土都(10） 都市計画・モノレール課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、宜

野湾市から送付のあった那覇広域都市計画広場の変更に係る図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画の名称 宜１号門前広場

２ 縦覧場所 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課

（案）

○市決定に係る都市計画の変更の図書の縦覧

公 告 定型土都(10） 都市計画・モノレール課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、宜

野湾市から送付のあった那覇広域都市計画土地区画整理事業の変更に係る図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。

平成29年３月17日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画の名称 佐真下土地区画整理事業

２ 縦覧場所 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課

教 育 委 員 会 事 項

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月17日

沖縄県教育委員会

教育長 平 敷 昭 人

沖縄県教育委員会規則第１号

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第11号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号中「定時制課程」の次に「及び通信制課程」を、「平成22年政令第112号」の次に

「。以下「政令」という。」を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

⑸ 高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者のうち、授業料等を算定する月（以下「算定月」

という。）において次に掲げる要件を全て満たす者

ア 政令第１条第２項に定める者に該当しないこと。

イ 算定月の前月までに履修の期間を満了した科目の単位数及び履修を開始した科目の単位数並びに算

定月に履修を開始する科目の単位数の合計が74を超えること。

第６条第１項中「第２条第１項３号及び第４号」を「第２条第１項第３号から第５号まで」に改める。

第４号様式中「（全・定・通の別）」を「（ 課程）」に改める。

「 「
第５号様式及び第６号様式の２中 全定の別 を 課程 に改める。

」 」

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。
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公 安 委 員 会 事 項

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月17日

沖縄県教育委員会

教育長 平 敷 昭 人

沖縄県教育委員会規則第１号

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第11号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項第３号中「定時制課程」の次に「及び通信制課程」を、「平成22年政令第112号」の次に

「。以下「政令」という。」を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

⑸ 高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者のうち、授業料等を算定する月（以下「算定月」

という。）において次に掲げる要件を全て満たす者

ア 政令第１条第２項に定める者に該当しないこと。

イ 算定月の前月までに履修の期間を満了した科目の単位数及び履修を開始した科目の単位数並びに算

定月に履修を開始する科目の単位数の合計が74を超えること。

第６条第１項中「第２条第１項３号及び第４号」を「第２条第１項第３号から第５号まで」に改める。

第４号様式中「（全・定・通の別）」を「（ 課程）」に改める。

「 「
第５号様式及び第６号様式の２中 全定の別 を 課程 に改める。

」 」

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

沖縄県公安委員会規則第１号

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成29年３月17日

沖縄県公安委員会

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則の一部を改正する規則

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則（昭和47年沖縄県公安委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。

別表浦添警察署の部坂田交番の項中「西原町字棚原、字翁長、字呉屋、字幸地」を「西原町字幸地、字棚

原、棚原一丁目」に改め、「字上原」の次に「、上原一丁目、上原二丁目、字翁長、字呉屋」を加え、同表

沖縄警察署の部泡瀬交番の項中「沖縄市字泡瀬、泡瀬一丁目、泡瀬二丁目、泡瀬三丁目、泡瀬四丁目、泡瀬

五丁目、泡瀬六丁目、字大里、大里一丁目、大里二丁目、高原一丁目、高原二丁目、高原三丁目、高原四丁

目、高原五丁目、高原六丁目、高原七丁目、字比屋根、比屋根一丁目、比屋根二丁目、比屋根三丁目、比屋

根四丁目、比屋根五丁目、比屋根六丁目、比屋根七丁目、与儀一丁目、与儀二丁目、与儀三丁目、字桃原、

桃原一丁目、桃原二丁目、桃原三丁目、字古謝、安慶田五丁目、胡屋七丁目」を「沖縄市安慶田五丁目、胡

屋七丁目、字桃原、桃原一丁目、桃原二丁目、桃原三丁目、古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目、古謝津

嘉山町、字大里、大里一丁目、大里二丁目、高原一丁目、高原二丁目、高原三丁目、高原四丁目、高原五丁

目、高原六丁目、高原七丁目、字比屋根、比屋根一丁目、比屋根二丁目、比屋根三丁目、比屋根四丁目、比

屋根五丁目、比屋根六丁目、比屋根七丁目、与儀一丁目、与儀二丁目、与儀三丁目、泡瀬一丁目、泡瀬二丁

目、泡瀬三丁目、泡瀬四丁目、泡瀬五丁目、泡瀬六丁目」に改め、同表うるま警察署の部川田駐在所の項中

「字洲崎」を「字州崎」に改め、同表名護警察署の部大南交番の項中「名護市大南一丁目、大南二丁目、大

南三丁目、大南四丁目、字名護の一部、大北一丁目、大北二丁目、大北三丁目、大北四丁目、大北五丁目、

大西一丁目、大西二丁目、大西三丁目、大西四丁目、大西五丁目、字宮里の一部、宮里一丁目、宮里二丁

目、宮里三丁目、宮里四丁目、宮里五丁目、宮里六丁目、宮里七丁目、字為又」を「名護市字宮里、字為

又、字名護の一部、大北一丁目、大北二丁目、大北三丁目、大北四丁目、大北五丁目、宮里一丁目、宮里二

丁目、宮里三丁目、宮里四丁目、宮里五丁目、宮里六丁目、宮里七丁目、大南一丁目、大南二丁目、大南三

丁目、大南四丁目、大西一丁目、大西二丁目、大西三丁目、大西四丁目、大西五丁目」に改め、同部屋部駐

在所の項中「字安和、字宇茂佐、宇茂佐の森一丁目、宇茂佐の森二丁目、宇茂佐の森三丁目、宇茂佐の森四

丁目、宇茂佐の森五丁目、字宮里の一部、字中山、字旭川、字勝山、字山入端」を「字宇茂佐、字中山、字

旭山、字勝山、字山入端、字安和、宇茂佐の森一丁目、宇茂佐の森二丁目、宇茂佐の森三丁目、宇茂佐の森

四丁目、宇茂佐の森五丁目」に改める。

附 則

この規則は、平成29年３月17日から施行する。
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沖縄県公安委員会規則第１号

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成29年３月17日

沖縄県公安委員会

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則の一部を改正する規則

沖縄県警察の交番等の名称、位置及び所管区を定める規則（昭和47年沖縄県公安委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。

別表浦添警察署の部坂田交番の項中「西原町字棚原、字翁長、字呉屋、字幸地」を「西原町字幸地、字棚

原、棚原一丁目」に改め、「字上原」の次に「、上原一丁目、上原二丁目、字翁長、字呉屋」を加え、同表

沖縄警察署の部泡瀬交番の項中「沖縄市字泡瀬、泡瀬一丁目、泡瀬二丁目、泡瀬三丁目、泡瀬四丁目、泡瀬

五丁目、泡瀬六丁目、字大里、大里一丁目、大里二丁目、高原一丁目、高原二丁目、高原三丁目、高原四丁

目、高原五丁目、高原六丁目、高原七丁目、字比屋根、比屋根一丁目、比屋根二丁目、比屋根三丁目、比屋

根四丁目、比屋根五丁目、比屋根六丁目、比屋根七丁目、与儀一丁目、与儀二丁目、与儀三丁目、字桃原、

桃原一丁目、桃原二丁目、桃原三丁目、字古謝、安慶田五丁目、胡屋七丁目」を「沖縄市安慶田五丁目、胡

屋七丁目、字桃原、桃原一丁目、桃原二丁目、桃原三丁目、古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目、古謝津

嘉山町、字大里、大里一丁目、大里二丁目、高原一丁目、高原二丁目、高原三丁目、高原四丁目、高原五丁

目、高原六丁目、高原七丁目、字比屋根、比屋根一丁目、比屋根二丁目、比屋根三丁目、比屋根四丁目、比

屋根五丁目、比屋根六丁目、比屋根七丁目、与儀一丁目、与儀二丁目、与儀三丁目、泡瀬一丁目、泡瀬二丁

目、泡瀬三丁目、泡瀬四丁目、泡瀬五丁目、泡瀬六丁目」に改め、同表うるま警察署の部川田駐在所の項中

「字洲崎」を「字州崎」に改め、同表名護警察署の部大南交番の項中「名護市大南一丁目、大南二丁目、大

南三丁目、大南四丁目、字名護の一部、大北一丁目、大北二丁目、大北三丁目、大北四丁目、大北五丁目、

大西一丁目、大西二丁目、大西三丁目、大西四丁目、大西五丁目、字宮里の一部、宮里一丁目、宮里二丁

目、宮里三丁目、宮里四丁目、宮里五丁目、宮里六丁目、宮里七丁目、字為又」を「名護市字宮里、字為

又、字名護の一部、大北一丁目、大北二丁目、大北三丁目、大北四丁目、大北五丁目、宮里一丁目、宮里二

丁目、宮里三丁目、宮里四丁目、宮里五丁目、宮里六丁目、宮里七丁目、大南一丁目、大南二丁目、大南三

丁目、大南四丁目、大西一丁目、大西二丁目、大西三丁目、大西四丁目、大西五丁目」に改め、同部屋部駐

在所の項中「字安和、字宇茂佐、宇茂佐の森一丁目、宇茂佐の森二丁目、宇茂佐の森三丁目、宇茂佐の森四

丁目、宇茂佐の森五丁目、字宮里の一部、字中山、字旭川、字勝山、字山入端」を「字宇茂佐、字中山、字

旭山、字勝山、字山入端、字安和、宇茂佐の森一丁目、宇茂佐の森二丁目、宇茂佐の森三丁目、宇茂佐の森

四丁目、宇茂佐の森五丁目」に改める。

附 則

この規則は、平成29年３月17日から施行する。

平成29年３月17日　金曜日 公　　　　報 第4528号
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0
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0
0
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２
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0
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３
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0
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△
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４
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取
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0
0
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５
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0
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△
 
2
3
,
6
3
4

1
,
8
1
5
,
3
6
6

６
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0
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△
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取
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0
0
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0
0
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９
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0
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0
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△
 
2
,
6
5
7

3
0
,
3
4
3

２
地

方
消

費
税

清
算

金
4
6
,
9
5
8
,
0
1
6

△
 
4
,
8
9
1
,
0
0
0

4
2
,
0
6
7
,
0
1
6

１
地

方
消

費
税

清
算

金
4
6
,
9
5
8
,
0
1
6

△
 
4
,
8
9
1
,
0
0
0

4
2
,
0
6
7
,
0
1
6

３
地

方
譲

与
税

1
9
,
9
5
0
,
9
3
8

△
 
4
8
6
,
2
8
3

1
9
,
4
6
4
,
6
5
5

１
地

方
法

人
特

別
譲

与
税

1
9
,
1
9
6
,
8
0
0

△
 
4
8
6
,
2
8
3

1
8
,
7
1
0
,
5
1
7

４
市

町
村

た
ば

こ
税

2
0
9
,
4
3
6

△
 
2
0
9
,
4
3
6

0

１
市
町
村
た
ば
こ
税
県
交
付
金

2
0
9
,
4
3
6

△
 
2
0
9
,
4
3
6

0

５
地

方
特

例
交

付
金

2
5
8
,
4
9
0

2
3
,
0
2
8

2
8
1
,
5
1
8

１
地

方
特

例
交

付
金

2
5
8
,
4
9
0

2
3
,
0
2
8

2
8
1
,
5
1
8

６
地

方
交

付
税

2
0
7
,
7
7
2
,
6
2
7

2
,
4
6
6
,
4
3
7

2
1
0
,
2
3
9
,
0
6
4

１
地

方
交

付
税

2
0
7
,
7
7
2
,
6
2
7

2
,
4
6
6
,
4
3
7

2
1
0
,
2
3
9
,
0
6
4

８
分

担
金

及
び

負
担

金
8
6
4
,
1
9
2

2
5
,
7
1
3

8
8
9
,
9
0
5

２
負

担
金

7
8
1
,
8
7
5

2
5
,
7
1
3

8
0
7
,
5
8
8

９
使

用
料

及
び

手
数

料
1
5
,
0
3
3
,
8
6
2

4
,
4
4
9

1
5
,
0
3
8
,
3
1
1

１
使

用
料

1
2
,
4
8
7
,
0
1
1

3
0

1
2
,
4
8
7
,
0
4
1

３
証

紙
収

入
2
,
3
0
2
,
8
2
1

4
,
4
1
9

2
,
3
0
7
,
2
4
0

県
交

付
金

-
 2

 -

補
正

前
の

額
補

　
正

　
額

計
項

款

－
1
－

-
1
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甲
第

24
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
7
,
6
1
4
,
1
4
9
千

円
を

減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
7
5
9
,
2
9
1
,
1
8
7
千
円
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２
歳
入
歳
出
予
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補
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の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
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分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
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歳
入
歳
出
予

算
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金
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は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
２
条

既
定
の
繰
越
明
許
費
の
追
加
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び
変
更
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、
「
第
２
表
繰
越
明
許
費
補
正
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に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
３
条

既
定
の
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
３
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
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,
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,
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４
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△
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４
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,
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,
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,
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２
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,
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,
1
6
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△
 
1
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３
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,
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△
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２
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△
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２
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△
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３
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4
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,
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,
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0
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0
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1
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4
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3
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1
,
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,
9
8
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5
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6
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3
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,
2
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3
,
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0
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3
2
6

2
,
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3
0
,
4
6
1

1
,
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6
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,
7
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1
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4
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,
9
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4
,
7
2
0
,
3
7
3

2
4
,
4
7
3
,
5
3
5

1
,
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,
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,
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1
3

△
 
1
,
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,
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1
3

2
3
5
,
2
1
3
,
0
0
0

１
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担
金

4
3
,
6
2
9
,
9
5
2

△
 
1
,
0
7
5
,
2
7
4

4
2
,
5
5
4
,
6
7
8

２
国

庫
補

助
金

1
9
1
,
0
0
8
,
1
1
8

△
 
1
1
9
,
9
9
2

1
9
0
,
8
8
8
,
1
2
6

３
委

託
金

1
,
8
9
8
,
4
4
3

△
 
1
2
8
,
2
4
7

1
,
7
7
0
,
1
9
6

1
1

財
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収
入

2
,
3
0
1
,
7
6
9

2
6
6
,
6
1
1

2
,
5
6
8
,
3
8
0

１
財

産
運

用
収

入
1
,
5
7
9
,
8
5
9

8
,
9
4
2

1
,
5
8
8
,
8
0
1

２
財

産
売

払
収

入
7
2
1
,
9
1
0

2
5
7
,
6
6
9

9
7
9
,
5
7
9

1
2

寄
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金
6
6
,
3
1
1

3
3
,
9
1
0

1
0
0
,
2
2
1

１
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金

6
6
,
3
1
1

3
3
,
9
1
0

1
0
0
,
2
2
1

1
3

繰
入

金
2
8
,
2
9
0
,
8
4
1

△
 
2
,
9
7
7
,
9
6
3

2
5
,
3
1
2
,
8
7
8

１
特

別
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入
金

1
0
3
,
1
3
7

△
 
1
5
,
6
9
7

8
7
,
4
4
0

２
基
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2
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,
1
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7
,
7
0
4

△
 
2
,
9
6
2
,
2
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6
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,
2
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5
,
4
3
8

1
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1
,
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3
7
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8
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1
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3
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3
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3
,
6
7
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,
7
6
9
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1
,
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3
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,
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1
,
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3
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,
3
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5

3
,
6
7
4
,
7
6
9

1
5
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収
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6
,
7
8
5
,
1
5
7

△
 
4
0
0
,
0
3
6

2
6
,
3
8
5
,
1
2
1

５
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,
6
6
2
,
6
4
9

△
 
2
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,
5
4
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,
6
3
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,
1
0
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収
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事

業
収

入
4
,
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0
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,
9
9
7

△
 
1
4
3
,
3
7
3

4
,
7
6
3
,
6
2
4
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2
,
7
9
4
,
7
1
0

△
 
2
3
2
,
1
1
8

2
,
5
6
2
,
5
9
2

1
6
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6
2
,
3
3
6
,
9
0
0

△
 
5
,
5
5
5
,
8
0
0

5
6
,
7
8
1
,
1
0
0

１
県

債
6
2
,
3
3
6
,
9
0
0

△
 
5
,
5
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,
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0
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,
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1
,
1
0
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千
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諸
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5
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,
8
6
9
,
0
7
8

2
,
3
0
6
,
2
1
5

5
5
,
1
7
5
,
2
9
3

１
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金
5
5
6
,
5
0
8

△
 
1
0
,
7
5
5

5
4
5
,
7
5
3

２
自

動
車

取
得

税
交

付
金

5
2
7
,
6
8
9

9
9
,
1
8
7

6
2
6
,
8
7
6

４
財

政
調

整
基

金
積

立
金

1
7
,
7
0
1

7
,
1
3
4
,
0
3
6

7
,
1
5
1
,
7
3
7

５
県

有
施

設
整

備
基

金
積

立
金

8
5
0
,
5
9
1

2
2
3
,
1
2
9

1
,
0
7
3
,
7
2
0

６
利

子
割

交
付

金
1
9
4
,
0
5
2

△
 
7
4
,
6
7
4

1
1
9
,
3
7
8

７
配

当
割

交
付

金
4
0
7
,
0
4
0

△
 
2
1
1
,
7
0
0

1
9
5
,
3
4
0

８
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

3
5
8
,
4
3
6

△
 
2
0
4
,
2
0
6

1
5
4
,
2
3
0

1
3

地
方

消
費

税
交

付
金

2
3
,
5
9
9
,
7
3
0

△
 
2
,
4
5
5
,
4
9
7

2
1
,
1
4
4
,
2
3
3

1
4

地
方

消
費

税
清

算
金

2
5
,
6
6
2
,
9
0
7

△
 
2
,
1
9
4
,
4
1
0

2
3
,
4
6
8
,
4
9
7

1
5

特
別

会
計

等
繰

出
金

8
,
2
8
7

1
,
1
0
5

9
,
3
9
2

7
6
6
,
9
0
5
,
3
3
6

△
 
7
,
6
1
4
,
1
4
9

7
5
9
,
2
9
1
,
1
8
7

歳
　
　
　
出
　
　
　
合
　
　
　
計

-
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－
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－

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
千
円

千
円

千
円

７
商

工
費

4
4
,
4
6
4
,
5
9
2

△
 
2
3
3
,
1
7
9

4
4
,
2
3
1
,
4
1
3

１
商

業
費

4
,
4
1
6
,
9
2
1

△
 
1
7
,
0
0
0

4
,
3
9
9
,
9
2
1

２
工

鉱
業

費
2
2
,
0
4
4
,
1
3
0

△
 
7
0
,
2
2
3

2
1
,
9
7
3
,
9
0
7

３
観

光
費

1
8
,
0
0
3
,
5
4
1

△
 
1
4
5
,
9
5
6

1
7
,
8
5
7
,
5
8
5

８
土

木
費

1
1
0
,
3
5
5
,
3
7
8

△
 
1
,
3
7
2
,
6
7
6

1
0
8
,
9
8
2
,
7
0
2

１
土

木
管

理
費

2
2
,
3
8
4
,
3
2
7

△
 
7
3
,
9
7
5

2
2
,
3
1
0
,
3
5
2

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

3
1
,
6
0
7
,
2
0
9

△
 
4
5
4
,
4
5
5

3
1
,
1
5
2
,
7
5
4

３
河

川
海

岸
費

7
,
0
8
4
,
6
5
5

△
 
4
8
9
,
2
4
4

6
,
5
9
5
,
4
1
1

４
港

湾
費

1
3
,
3
1
5
,
0
9
0

△
 
1
8
0
,
0
3
3

1
3
,
1
3
5
,
0
5
7

５
都

市
計

画
費

2
0
,
6
4
6
,
9
3
7

△
 
1
1
6
,
7
4
7

2
0
,
5
3
0
,
1
9
0

６
住

宅
費

8
,
0
7
1
,
1
0
7

△
 
5
0
,
7
0
5

8
,
0
2
0
,
4
0
2

７
空

港
費

7
,
2
4
6
,
0
5
3

△
 
7
,
5
1
7

7
,
2
3
8
,
5
3
6

９
警

察
費

3
3
,
2
8
7
,
3
6
5

△
 
4
6
2
,
1
6
2

3
2
,
8
2
5
,
2
0
3

１
警

察
管

理
費

3
0
,
2
4
1
,
1
6
4

△
 
4
5
3
,
6
1
8

2
9
,
7
8
7
,
5
4
6

２
警

察
活

動
費

3
,
0
4
6
,
2
0
1

△
 
8
,
5
4
4

3
,
0
3
7
,
6
5
7

1
0

教
育

費
1
6
3
,
8
9
2
,
1
7
2

△
 
2
,
4
3
1
,
6
5
6

1
6
1
,
4
6
0
,
5
1
6

１
教

育
総

務
費

1
6
,
5
9
2
,
0
3
7

△
 
4
2
0
,
9
8
7

1
6
,
1
7
1
,
0
5
0

２
小

学
校

費
4
9
,
6
2
2
,
0
8
5

△
 
3
7
5
,
6
1
2

4
9
,
2
4
6
,
4
7
3

３
中

学
校

費
3
1
,
0
8
9
,
0
2
6

△
 
5
3
3
,
5
4
7

3
0
,
5
5
5
,
4
7
9

４
高

等
学

校
費

4
3
,
4
9
4
,
5
8
4

△
 
6
1
8
,
9
7
6

4
2
,
8
7
5
,
6
0
8

５
特

別
支

援
学

校
費

1
5
,
6
1
5
,
1
5
8

△
 
2
5
9
,
6
0
8

1
5
,
3
5
5
,
5
5
0

６
社

会
教

育
費

4
,
0
1
6
,
8
3
9

△
 
6
7
,
6
5
9

3
,
9
4
9
,
1
8
0

８
大

学
費

2
,
5
9
7
,
0
9
6

△
 
1
5
5
,
2
6
7

2
,
4
4
1
,
8
2
9

1
1

災
害

復
旧

費
3
,
4
5
9
,
9
7
7

△
 
2
,
2
1
7
,
6
0
5

1
,
2
4
2
,
3
7
2

１
農

林
水

産
施

設
災

害
復

旧
費

1
,
8
0
0
,
0
0
0

△
 
1
,
4
5
4
,
1
7
0

3
4
5
,
8
3
0

２
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

1
,
5
9
3
,
6
0
3

△
 
7
0
9
,
4
3
5

8
8
4
,
1
6
8

３
教

育
施

設
災

害
復

旧
費

6
6
,
3
7
4

△
 
5
4
,
0
0
0

1
2
,
3
7
4

1
2

公
債

費
7
0
,
3
9
1
,
2
5
1

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

6
9
,
2
9
1
,
2
5
1

１
公

債
費

7
0
,
3
9
1
,
2
5
1

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

6
9
,
2
9
1
,
2
5
1
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額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

認
定

こ
ど

も
園

施
設

整
備

事
業

1
6
1
,
1
1
3

沖
縄

県
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

整
備

事
業

2
1
1
,
8
7
5

４
衛

生
費

6
3
8
,
9
4
2

２
環

境
衛

生
費

1
8
9
,
6
8
1

産
業

廃
棄

物
対

策
費

3
4
,
6
0
5

公
共

関
与

事
業

推
進

費
3
9
,
5
1
6

海
岸

漂
着

物
等

地
域

対
策

推
進

事
業

1
1
5
,
5
6
0

３
環

境
保

全
費

1
1
1
,
6
8
1

自
然
環
境
の
保
全
・
再
生
・
防
災
機
能
戦
略
的
構
築
事
業

9
5
,
6
0
2

自
然

公
園

施
設

整
備

事
業

費
（

補
助

事
業

）
1
6
,
0
7
9

５
医

薬
費

3
3
7
,
5
8
0

医
療

施
設

近
代

化
施

設
整

備
事

業
2
5
7
,
5
8
0

地
域

産
科

医
確

保
事

業
8
0
,
0
0
0

５
労

働
費

1
5
6
,
3
8
1

１
労

政
費

5
9
,
6
8
9

総
合

就
業

支
援

拠
点

機
能

強
化

事
業

5
9
,
6
8
9

２
職

業
訓

練
費

9
6
,
6
9
2

職
業

能
力

開
発

校
整

備
事

業
（

補
助

事
業

）
3
8
,
2
5
6

具
志

川
職

業
能

力
開

発
校

本
館

建
替

事
業

5
8
,
4
3
6

６
農
林
水
産
業
費

7
,
1
7
6
,
6
9
4

１
農

業
費

1
,
5
5
5
,
5
1
8

海
洋
深
層
水
研
究
所
取
水
関
連
設
備
機
能
保
全
事
業

2
0
,
6
5
3

農
業

研
究

セ
ン

タ
ー

名
護

支
所

施
設

整
備

事
業

3
1
2
,
0
7
6

地
域

農
業

経
営

支
援

整
備

事
業

3
1
5
,
0
2
2

災
害

に
強

い
栽

培
施

設
の

整
備

事
業

7
4
6
,
0
7
2

産
地

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

事
業

6
2
,
5
0
9

野
菜

振
興

対
策

事
業

費
1
9
,
2
2
6

園
芸

ブ
ラ

ン
ド

機
械

整
備

事
業

7
9
,
9
6
0

２
畜

産
業

費
2
,
4
6
7
,
4
6
6

食
鳥

処
理

施
設

整
備

事
業

1
,
4
4
1
,
3
3
2

家
畜

輸
送

体
制

確
保

対
策

事
業

1
9
8
,
7
2
0

沖
縄
県
畜
産
・
酪
農
収
益
力
強
化
整
備
等
対
策
事
業

1
7
4
,
0
7
7

畜
産
担
い
手
育
成
総
合
整
備
事
業
費
（

交
付
金
事
業

）
1
3
3
,
8
9
0

款

-
 8

 -
－
7
－

（
追
　
加
）

額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

２
総

務
費

9
,
1
4
1
,
0
9
0

１
総

務
管

理
費

2
2
,
5
0
4

性
暴
力
被
害
者
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
体
制
整
備
事
業

2
2
,
5
0
4

２
企

画
費

1
,
2
2
8
,
1
8
1

通
信

施
設

改
修

事
業

3
6
,
8
0
2

総
合
行
政
情
報
通
信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
高

度
化

事
業

9
4
,
0
4
7

公
共

交
通

利
用

環
境

改
善

事
業

1
4
,
1
6
6

那
覇

バ
ス

タ
ー

ミ
ナ

ル
整

備
事

業
2
1
,
2
0
0

バ
ス

路
線

補
助

事
業

費
2
,
2
5
0

超
高

速
ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

環
境

整
備

促
進

事
業

9
8
8
,
6
0
8

先
島

地
区

放
送

伝
送

路
再

構
築

事
業

6
5
,
2
2
6

地
籍

調
査

負
担

金
事

業
費

5
,
8
8
2

４
市

町
村

振
興

費
7
,
0
2
0
,
0
0
0

沖
縄

振
興

特
別

推
進

交
付

金
（

市
町

村
）

7
,
0
0
0
,
0
0
0

沖
縄

振
興

特
別

推
進

交
付

金
町

村
支

援
事

業
2
0
,
0
0
0

６
防

災
費

8
7
0
,
4
0
5

防
災

対
策

事
業

費
4
,
9
5
8

災
害

対
策

拠
点

整
備

事
業

1
8
,
3
6
0

不
発

弾
等

処
理

事
業

費
8
4
7
,
0
8
7

３
民

生
費

2
,
5
7
3
,
2
0
1

１
社

会
福

祉
費

6
0
9
,
7
1
6

障
害

児
者

福
祉

施
設

等
整

備
事

業
費

3
4
6
,
3
8
3

障
害
児
者
福
祉
施
設
等
整
備
事
業
費
（

一
括
交
付
金

）
1
3
,
5
8
8

介
護

基
盤

整
備

等
基

金
事

業
2
4
9
,
7
4
5

２
児

童
福

祉
費

1
,
9
6
3
,
4
8
5

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

5
6
,
6
8
8

安
心

こ
ど

も
基

金
事

業
（

子
育

て
支

援
課

）
8
9
2
,
9
1
9

待
機

児
童

解
消

支
援

基
金

事
業

3
7
4
,
9
4
1

待
機

児
童

対
策

特
別

事
業

9
2
,
8
5
8

事
業

所
内

保
育

総
合

推
進

事
業

1
7
3
,
0
9
1

第
 
２

 
表

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費
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款
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額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
ア
イ
ラ
ン
ド
基
盤
構
築
事
業

1
7
8
,
9
7
0

３
観

光
費

4
4
5
,
1
5
1

多
言

語
観

光
案

内
サ

イ
ン

整
備

事
業

3
3
,
2
7
5

旭
橋

再
開

発
地

区
観

光
支

援
施

設
設

置
事

業
1
5
,
2
2
0

環
境

共
生

型
観

光
推

進
事

業
1
1
,
7
0
0

大
型

Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｅ

受
入

環
境

整
備

事
業

6
6
,
0
0
0

ス
ポ

ー
ツ

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ン
振

興
対

策
費

3
0
,
9
1
2

沖
縄

空
手

会
館

建
設

事
業

2
8
8
,
0
4
4

８
土

木
費

2
0
,
9
6
7
,
1
7
2

１
土

木
管

理
費

4
,
4
2
4
,
0
0
7

沖
縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金
（
道
路
管
理
課
市
町
村
事
業
）

2
,
0
4
9
,
1
4
2

沖
縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金（

都
市
計
画
・
モ
ノ
レ
ー
ル
課
市
町
村
事
業
）

2
,
1
0
5
,
5
7
2

応
急

対
応

費
（

河
川

課
）

1
8
,
0
0
0

建
築

物
の

耐
震

化
促

進
支

援
事

業
1
6
,
1
0
0

沖
縄

ら
し

い
気

候
風

土
適

応
住

宅
形

成
事

業
1
0
,
0
0
0

住
宅

・
建

築
物

安
全

ス
ト

ッ
ク

形
成

事
業

3
,
2
4
9

耐
震

不
適

格
建

築
物

基
本

調
査

7
,
7
4
4

モ
ノ

レ
ー

ル
旭

橋
駅

周
辺

地
区

再
開

発
事

業
2
1
4
,
2
0
0

２
道
路
橋
り
ょ
う
費

8
2
7
,
6
7
6

道
路

橋
り

ょ
う

調
査

費
（

道
路

街
路

課
）

5
5
,
1
5
1

道
路

台
帳

整
備

費
3
6
,
1
4
7

市
町

村
道

指
導

監
督

事
務

費
8
0
0

公
共

交
通

安
全

事
業

5
3
4
,
4
4
4

効
果

促
進

事
業

（
管

理
）

2
0
,
0
0
0

県
単

道
路

維
持

費
9
1
,
0
0
0

県
単

舗
装

・
災

害
防

除
事

業
費

7
,
4
5
0

県
単

橋
り

ょ
う

補
修

事
業

費
3
,
0
0
0

無
電

柱
化

推
進

事
業

（
要

請
者

負
担

方
式

）
3
5
,
3
5
2

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

道
路

）（
効

果
促

進
）

1
3
,
1
3
2

県
単

道
路

事
業

費
2
2
,
0
0
0

県
単
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
道
整
備
事
業
費
（
道
路
）

9
,
2
0
0

３
河

川
海

岸
費

5
5
4
,
7
7
8

河
川

台
帳

整
備

費
6
,
6
2
6

款

-
 1

0
 -

－
9
－

額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

家
畜

衛
生

試
験

場
移

転
整

備
事

業
5
1
9
,
4
4
7

３
農

地
費

2
,
5
2
5
,
4
1
2

不
発

弾
等

探
査

費
1
8
8
,
8
1
5

国
営

土
地

改
良

事
業

県
負

担
金

1
0
0
,
0
0
0

国
営

土
地

改
良

施
設

真
栄

里
ダ

ム
管

理
費

8
,
1
8
4

農
業

水
利

施
設

保
全

合
理

化
事

業
3
1
,
8
7
4

農
業

集
落

排
水

事
業

7
1
4
,
6
1
8

村
づ

く
り

交
付

金
事

業
費

9
9
,
0
1
5

通
作

条
件

整
備

事
業

2
1
,
7
6
2

農
業

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
補

助
金

事
業

）
1
7
,
0
7
6

農
業

基
盤

整
備

促
進

事
業

（
交

付
金

事
業

）
3
2
7
,
1
6
9

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

7
,
4
8
6

中
山

間
地

域
所

得
向

上
支

援
事

業
8
4
1
,
0
0
0

農
地

保
全

整
備

事
業

費
8
5
,
6
1
6

団
体

営
農

地
保

全
整

備
事

業
費

1
7
,
9
5
0

た
め

池
等

整
備

事
業

費
1
9
,
3
1
0

団
体

営
た

め
池

等
整

備
事

業
費

2
4
,
1
7
7

地
す

べ
り

対
策

事
業

費
2
1
,
3
6
0

４
林

業
費

2
4
7
,
6
6
1

造
林

奨
励

費
1
0
,
1
4
2

治
山

事
業

費
（

補
助

金
事

業
）

1
2
2
,
7
5
6

治
山

事
業

費
（

交
付

金
事

業
）

1
1
4
,
7
6
3

５
水

産
業

費
3
8
0
,
6
3
7

水
産

業
構

造
改

善
特

別
対

策
事

業
費

3
1
7
,
6
0
6

栽
培

漁
業

セ
ン

タ
ー

再
構

築
事

業
7
,
9
4
0

漁
港

管
理

事
業

費
9
,
9
3
8

地
域

水
産

物
供

給
基

盤
整

備
事

業
4
5
,
1
5
3

７
商

工
費

2
,
4
9
4
,
7
1
8

１
商

業
費

1
,
0
1
7
,
3
3
0

航
空

機
整

備
基

地
整

備
事

業
1
,
0
1
7
,
3
3
0

２
工

鉱
業

費
1
,
0
3
2
,
2
3
7

国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
賃
貸
工
場
整
備
事
業

7
1
7
,
9
6
2

沖
縄
工
芸
産
業
振
興
拠
点
施
設
（
仮
称
）
整
備
事
業

1
3
5
,
3
0
5

款

-
 9

 -
－
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額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

市
街

地
開

発
事

業
費

1
,
5
1
5
,
6
7
5

農
連

市
場

地
区

マ
チ

グ
ヮ

ー
再

生
支

援
事

業
2
8
4
,
3
3
4

街
路

現
況

調
査

費
1
,
8
5
3

街
路

管
理

費
2
1
,
4
4
1

県
単

街
路

事
業

費
2
4
,
6
6
8

都
市

モ
ノ

レ
ー

ル
受

託
事

業
費

3
,
2
9
2
,
0
1
2

都
市

モ
ノ

レ
ー

ル
効

果
促

進
事

業
9
4
3
,
7
0
3

県
単
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
道
整
備
事
業
費
（

街
路

）
1
9
,
5
0
0

モ
ノ

レ
ー

ル
関

連
施

設
維

持
管

理
費

1
7
0
,
8
3
2

沖
縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金
事
業
費
（

効
果
促
進

）（
街
路

）
1
9
,
4
5
0

公
園

費
（

単
独

事
業

）
4
7
,
0
8
9

公
園

費
（

長
寿

命
化

対
策

）
7
7
,
4
7
8

６
住

宅
費

4
,
4
2
4
,
8
9
5

住
宅

企
画

費
（

補
助

事
業

）
4
9
,
8
4
6

住
宅

企
画

費
（

単
独

事
業

）
6
,
0
0
0

県
営

住
宅

建
設

費
（

社
会

資
本

）
1
,
6
2
2
,
9
4
3

県
営

住
宅

建
設

費
（

単
独

事
業

）
2
8
,
1
3
5

県
営

住
宅

建
設

費
（

公
共

投
資

）
2
,
1
6
5
,
7
2
2

地
域

居
住

機
能

再
生

推
進

費
5
5
2
,
2
4
9

７
空

港
費

2
,
3
0
6
,
4
0
4

離
島

空
港

交
流

拠
点

形
成

事
業

8
5
,
7
8
6

南
ぬ

島
国

際
観

光
戦

略
拠

点
整

備
事

業
8
5
7
,
1
3
2

離
島

空
港

旅
客

施
設

等
機

能
向

上
整

備
事

業
3
5
8
,
3
3
0

県
単

離
島

空
港

整
備

事
業

費
4
8
5
,
0
0
0

新
石

垣
空

港
国

際
線

旅
客

施
設

強
化

事
業

5
2
0
,
1
5
6

９
警

察
費

4
1
,
2
6
1

１
警

察
管

理
費

4
1
,
2
6
1

警
察

庁
舎

等
整

備
事

業
費

（
補

助
事

業
）

4
1
,
2
6
1

1
0
教

育
費

4
,
4
3
3
,
6
0
3

１
教

育
総

務
費

2
,
1
8
7
,
8
5
0

 
公
立
学
校
施
設
整
備
事
業
（
公
共
投
資
交
付
金
）

2
,
1
6
6
,
5
9
0

県
立

学
校

施
設

整
備

事
業

2
1
,
2
6
0

４
高

等
学

校
費

1
,
5
6
9
,
8
2
7

款

-
 1

2
 -

－
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額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

天
願

川
可

動
堰

長
寿

命
化

事
業

1
9
,
5
7
0

河
川

維
持

費
7
2
,
7
7
1

一
般

河
川

改
修

事
業

費
6
1
,
4
8
6

臨
時

河
川

等
整

備
事

業
費

（
河

川
）

4
5
,
2
4
9

防
衛

施
設

周
辺

障
害

防
止

事
業

3
3
,
1
7
5

海
岸

老
朽

化
対

策
事

業
費

（
防

災
・

安
全

）
3
4
,
4
1
4

砂
防

事
業

費
2
0
,
0
0
0

海
岸

・
砂

防
等

台
帳

整
備

費
2
3
,
6
4
1

海
岸

・
砂

防
管

理
費

7
4
,
7
9
5

海
岸

・
砂

防
調

査
費

9
3
,
6
5
3

海
岸

・
砂

防
維

持
費

6
9
,
3
9
8

４
港

湾
費

1
,
8
1
8
,
9
1
5

港
湾

維
持

管
理

事
業

費
5
3
,
0
0
0

港
湾

調
査

費
3
0
,
8
3
3

那
覇
港
に
お
け
る
人
流
・
物
流
拠
点
港
湾
整
備
事
業

8
0
1
,
6
5
0

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

港
湾

）（
効

果
促

進
）

1
8
,
1
7
9

本
部

港
立

体
駐

車
場

整
備

事
業

費
8
0
,
0
0
0

中
城

湾
港

新
港

地
区

物
流

拠
点

化
促

進
調

査
2
6
,
9
0
0

中
城
湾
港
新
港
地
区
物

流
拠

点
化

促
進

整
備

事
業

1
5
3
,
0
5
1

中
城
湾
港
新
港
地
区
物

流
機

能
強

化
等

整
備

事
業

5
5
,
6
8
0

離
島

利
便

施
設

整
備

事
業

1
7
,
0
0
0

南
北

大
東

港
荷

役
安

全
性

向
上

事
業

3
4
6
,
6
8
0

県
単

港
湾

施
設

費
6
5
,
8
7
2

港
湾

海
岸

台
帳

整
備

費
6
3
0

港
湾

海
岸

老
朽

化
対

策
事

業
費

1
3
9
,
6
0
5

港
湾

海
岸

環
境

整
備

事
業

費
2
7
,
6
3
0

県
単

海
岸

施
設

費
2
,
2
0
5

５
都

市
計

画
費

6
,
6
1
0
,
4
9
7

都
市

計
画

策
定

費
2
5
,
1
5
3

都
市

計
画

基
礎

調
査

6
1
,
9
3
3

宮
古

広
域

公
園

基
本

設
計

等
事

業
費

9
7
,
7
2
6

那
覇

市
内

交
通

渋
滞

緩
和

対
策

検
討

事
業

費
6
,
5
5
0

景
観

形
成

推
進

事
業

1
,
1
0
0

款

-
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1
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（
変
　
更
）

事
　
　
業
　
　
名

補
正
前
の
額

補
正
後
の
額

千
円

千
円

６
農
林
水
産
業
費

３
農

地
費

農
地

整
備

事
業

（
補

助
金

事
業

）

農
地

整
備

事
業

（
交

付
金

事
業

）

水
利

施
設

整
備

事
業

（
補

助
金

事
業

）

水
利

施
設

整
備

事
業

（
交

付
金

事
業

）

水
質

保
全

対
策

事
業

費

農
山

漁
村

活
性

化
対

策
整

備
事

業

５
水

産
業

費

指
導

監
督

事
務

費
（

補
助

金
事

業
）

指
導

監
督

事
務

費
（

交
付

金
事

業
）

水
産

物
供

給
基

盤
機

能
保

全
事

業

漁
村

地
域

整
備

交
付

金

水
産

流
通

基
盤

整
備

事
業

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

８
土

木
費

１
土

木
管

理
費

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

道
路

街
路

課
市

町
村

事
業

）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

港
湾

課
市

町
村

事
業

）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

下
水

道
課

市
町

村
事

業
）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

住
宅

課
市

町
村

事
業

）

２
道
路
橋
り
ょ
う
費

無
電

柱
化

推
進

事
業

1
2
,
1
8
3
,
4
1
1

5
,
4
9
3
,
2
6
4

4
1
4
,
8
3
0

5
7
5
,
8
7
7

1
,
7
6
3
,
6
3
5

1
,
2
3
4
,
4
0
9

4
4
7
,
0
5
8

1
,
0
5
7
,
4
5
5

2
,
2
7
8
,
7
6
6

3
,
6
9
6

1
0
,
8
8
6

4
2
7
,
0
4
9

4
4
9
,
2
8
4

1
8
0
,
1
7
2

8
0
8
,
1
8
1

4
0
,
5
6
5
,
7
3
6

5
,
5
6
8
,
4
1
5

4
,
1
9
1
,
2
8
4

2
9
2
,
2
4
8

7
2
2
,
4
7
3

3
6
2
,
4
1
0

1
7
,
5
4
4
,
2
8
2

4
4
0
,
4
5
3

款
項

8
,
5
7
1
,
4
3
7

2
,
8
7
9
,
4
4
0

2
4
7
,
8
2
2

6
6
,
9
5
1

1
,
5
2
0
,
2
6
2

8
6
1
,
8
4
0

6
2
,
7
6
0

1
1
9
,
8
0
5

1
,
2
8
0
,
6
1
6

9
4
6

2
,
9
5
0

1
0
0
,
0
0
0

3
0
5
,
4
5
0

9
0
,
0
0
0

3
8
1
,
7
7
2

1
7
,
4
9
7
,
8
8
0

3
,
3
8
8
,
0
8
1

3
,
1
8
1
,
4
0
4

6
3
,
0
0
0

6
7
,
2
0
0

7
6
,
4
7
7

6
,
1
2
9
,
4
5
1

2
4
4
,
0
0
0

-
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額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項

千
円

高
等

学
校

施
設

改
装

・
改

修
事

業
費

3
7
,
0
0
0

学
校

施
設

整
備

単
独

事
業

費
3
4
,
2
3
9

学
校

施
設

整
備

補
助

事
業

費
（

騒
音

対
策

）
6
3
,
5
9
2

学
校

施
設

整
備

補
助

事
業

費
（

公
共

投
資

交
付

金
）

8
6
6
,
0
9
2

学
校

施
設

整
備

管
理

事
業

費
（

公
共

投
資

交
付

金
）

1
0
,
9
7
0

学
校

施
設

整
備

補
助

事
業

費
（

交
付
金
・
超
過
負
担

）
5
5
7
,
9
3
4

５
特
別
支
援
学
校
費

1
8
2
,
2
8
8

特
別

支
援

学
校

施
設

改
装

・
改

修
事

業
費

8
6
,
1
2
5

 
施

設
整

備
補

助
事

業
費

（
公

共
投

資
交

付
金

）
1
7
,
0
2
3

 
施

設
整

備
管

理
事

業
費

（
公

共
投

資
交

付
金

）
3
,
0
3
9

 
施

設
整

備
補

助
事

業
費

（
交

付
金
・
超

過
負

担
）

7
6
,
1
0
1

６
社

会
教

育
費

4
7
4
,
3
4
6

沖
縄

振
興

「
知

の
拠

点
」

施
設

整
備

事
業

4
5
4
,
1
6
8

文
化

財
補

助
事

業
費

4
4
6

青
少

年
教

育
施

設
大

規
模

修
繕

事
業

1
9
,
7
3
2

７
保

健
体

育
費

1
9
,
2
9
2

体
育

施
設

整
備

事
業

費
1
9
,
2
9
2

1
1
災

害
復

旧
費

5
8
5
,
3
2
3

１
農

林
水

産
施

設
1
8
4
,
2
7
4

災
害

復
旧

費
海

岸
施

設
災

害
復

旧
費

（
補

助
事

業
）

4
,
5
0
0

農
地

農
業

用
施

設
災

害
復

旧
費

（
補

助
事

業
）

8
,
8
7
4

漁
港

漁
場

災
害

復
旧

事
業

費
（

補
助

事
業

）
1
7
0
,
9
0
0

２
土

木
施

設
4
0
1
,
0
4
9

災
害

復
旧

費
河

川
等

災
害

復
旧

事
業

費
3
1
1
,
8
1
0

県
単

河
川

等
災

害
復

旧
事

業
費

2
3
,
5
3
1

港
湾

災
害

復
旧

事
業

費
6
5
,
7
0
8

4
8
,
2
0
8
,
3
8
5

合
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

款

-
 1

3
 -

－
14

－
－

13
－



－
16
－

事
　
　
業
　
　
名

補
正
前
の
額

補
正
後
の
額

千
円

千
円

公
園

費
（

社
会

資
本

交
付

金
）

6
0
,
0
0
0

1
,
2
1
6
,
5
7
8

公
園

費
（

公
共

投
資

交
付

金
）

2
5
4
,
0
0
0

3
2
8
,
6
3
8

７
空

港
費

6
1
0
,
0
0
0

2
,
5
2
9
,
9
0
9

公
共

離
島

空
港

整
備

事
業

6
1
0
,
0
0
0

2
,
5
2
9
,
9
0
9

合
　
　
　
　
　
計

2
6
,
4
5
5
,
4
8
4

5
3
,
1
3
5
,
3
1
4

款
項

-
 1

6
 -

－
15
－

事
　
　
業
　
　
名

補
正
前
の
額

補
正
後
の
額

千
円

千
円

３
河

川
海

岸
費

河
川

調
査

費

自
然

災
害

防
止

事
業

（
河

川
）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

河
川

）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
（

河
川

）

堰
堤

改
良

事
業

海
岸

整
備

費

総
合

流
域

防
災

事
業

費
（

　
　

　
砂

　
　

　
防

　
　

　
）

地
す

べ
り

対
策

事
業

費

総
合

流
域

防
災

事
業

費
（

急
傾

斜
地

）

自
然

災
害

防
止

事
業

費
（

砂
防

等
）

４
港

湾
費

港
湾

改
修

費

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

港
湾

）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
（

港
湾

）

５
都

市
計

画
費

沖
縄

都
市

モ
ノ

レ
ー

ル
道

整
備

事
業

費
（

街
路

）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
事

業
費

（
街

路
）

3
0
,
0
9
1

3
7
,
4
5
2

9
2
,
7
1
0

1
5
4
,
3
6
5

7
4
,
4
4
0

1
6
4
,
8
7
3

3
,
4
5
3
,
6
0
8

4
3
1
,
3
9
0

1
,
6
4
6
,
8
9
2

5
3
0
,
0
9
0

2
9
1
,
3
0
5

5
,
0
3
5
,
4
9
3

2
,
1
2
9
,
8
9
4

1
,
8
1
0
,
8
2
3

5
4
5
,
1
7
6

6
,
4
3
4
,
0
2
9

1
,
6
1
1
,
6
2
8

3
,
2
7
7
,
1
8
5

1
,
7
3
5
,
8
1
9

1
0
,
0
0
0

3
1
1
,
9
9
0

8
8
3
,
0
2
0

2
2
7
,
4
7
9

3
0
,
5
6
5

3
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

1
0
4
,
2
2
4

3
4
,
5
4
1

6
4
,
0
0
0

2
,
9
6
2
,
8
9
1

1
,
9
4
6
,
2
9
1

3
1
0
,
0
0
0

1
5
7
,
0
0
0

2
,
6
7
1
,
6
3
8

1
,
6
0
4
,
5
5
2

7
5
3
,
0
8
6

款
項

-
 1

5
 -

沖
縄

都
市

モ
ノ

レ
ー

ル
道

整
備

事
業

費
（

道
路

）
2
,
9
6
0
,
2
7
5

2
,
8
2
0
,
9
5
4

道
路

防
災

保
全

事
業

地
域

連
携

道
路

事
業

費
（

地
域

高
規

格
道

路
）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
（

道
路

）

沖
縄

振
興

公
共

投
資

交
付

金
（

道
路

）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
（

泡
瀬

工
区

）

2
,
8
2
9
,
8
0
0

1
,
5
9
9
,
0
0
0

3
,
7
3
3
,
2
4
7

4
,
8
1
5
,
8
4
0

1
,
1
6
5
,
6
6
7

5
9
4
,
8
3
0

5
7
5
,
0
0
0

7
7
8
,
0
0
0

4
7
0
,
0
0
0

6
4
6
,
6
6
7

－
16

－
－
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－



－
19
－

-
1
8

-

甲
第

25
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

農
業

改
良

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
1
8
,
9
6
7
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ

れ

ぞ
れ
21
3,
03
1千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
17
－

第
 
３

 
表

 
 
 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

（
追

加
・

変
更

）

補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

計

千
円

千
円

千
円

沖
縄

県
消

防
学

校
施

設
等

整
備

事
業

6
6
,
1
0
0

△
 
6
6
,
1
0
0

0

災
害

対
策

拠
点

整
備

事
業

0
1
8
,
3
0
0

1
8
,
3
0
0

沖
縄

振
興

特
別

推
進

交
付

金
事

業
3
,
3
4
1
,
9
0
0

1
7
,
3
0
0

3
,
3
5
9
,
2
0
0

総
合

行
政

情
報

通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
高
度
化
事
業

5
2
5
,
2
0
0

△
 
6
9
,
3
0
0

4
5
5
,
9
0
0

公
共

事
業

等
1
5
,
0
7
4
,
0
0
0

△
 
2
4
7
,
9
0
0

1
4
,
8
2
6
,
1
0
0

公
共

関
与

事
業

推
進

費
2
2
,
1
0
0

△
 
2
2
,
1
0
0

0

児
童
福
祉
施
設
等
整
備
事
業

4
,
8
0
0

△
 
4
,
8
0
0

0

農
業

研
究

セ
ン

タ
ー

名
護

支
所

施
設

整
備

事
業

6
1
5
,
5
0
0

△
 
3
7
5
,
5
0
0

2
4
0
,
0
0
0

家
畜
衛
生
試
験
場
移
転
整
備
事
業

6
7
5
,
0
0
0

△
 
7
8
,
5
0
0

5
9
6
,
5
0
0

沖
縄
工
芸
産
業
振
興
拠
点

施
設

（
仮

称
）

整
備

事
業

8
,
6
0
0

△
 
8
,
6
0
0

0

総
合

就
業

支
援

拠
点

機
能

強
化

事
業

5
1
,
3
0
0

△
 
5
1
,
3
0
0

0

大
型

Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｅ

受
入

環
境

整
備

事
業

5
,
4
0
2
,
0
0
0

△
 
2
0
0
,
7
0
0

5
,
2
0
1
,
3
0
0

県
営

住
宅

建
設

事
業

1
,
9
3
1
,
8
0
0
△
1
,
9
3
1
,
8
0
0

0

県
単

道
路

整
備

事
業

1
3
6
,
9
0
0

△
 
1
3
6
,
9
0
0

0

県
単

河
川

等
整

備
事

業
8
9
0
,
8
0
0

△
 
8
2
,
8
0
0

8
0
8
,
0
0
0

県
単

離
島

空
港

整
備

事
業

9
2
4
,
7
0
0

△
 
4
1
0
,
9
0
0

5
1
3
,
8
0
0

高
等

学
校

施
設

整
備

事
業

1
,
4
8
5
,
0
0
0

△
 
2
5
0
,
8
0
0

1
,
2
3
4
,
2
0
0

特
別
支
援
学
校
施
設
整
備
費

3
1
9
,
0
0
0

△
 
2
4
8
,
4
0
0

7
0
,
6
0
0

警
察
庁
舎
等
施
設
整
備
事
業

6
6
,
7
0
0

△
 
6
6
,
7
0
0

0

交
通
安
全
施
設
整
備
事
業

4
3
0
,
9
0
0

△
 
5
1
,
2
0
0

3
7
9
,
7
0
0

災
害

復
旧

事
業

7
3
8
,
4
0
0

△
 
2
3
9
,
6
0
0

4
9
8
,
8
0
0

臨
時

財
政

対
策

債
2
8
,
6
0
0
,
0
0
0
△
1
,
0
4
7
,
5
0
0

2
7
,
5
5
2
,
5
0
0

合
　
　
　
　
　
計

6
2
,
3
3
6
,
9
0
0
△
5
,
5
5
5
,
8
0
0

5
6
,
7
8
1
,
1
0
0

起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
　
度
　
　
額

起
債
の
方
法

利
　
　
率

償
還
の
方
法

-
 1

7
 -

（
借
入

方
法

）
年

９
％

以
内

証
書
借

入
又

（
た

だ
し

、

は
証
券

発
行

利
率

見
直

し

に
よ
る

。
　

方
式

で
借

り

発
行
価

格
が

入
れ

る
資

金

額
面
金

額
を

に
つ

い
て

、

下
回
る

と
き

利
率

の
見

直

は
、
そ

の
発

し
を

行
っ

た

行
差
額

を
う

後
に

お
い

て

め
る
た

め
必

は
、

当
該

見

要
な
金

額
を

直
し

後
の

利

こ
れ
に

加
算

率
）

　
　

　

し
た
金

額
と

償
還
期
間
は
、
据
置

期
間
を
含
め

30
年
以

内
と
す
る
。

償
還
方
法
は
、
元
利

均
等
、
元
金
均
等
等

に
よ
る
。

た
だ
し
、
財
政
の
都

合
に
よ
り
、
据
置
期

間
中
で
あ
っ
て
も
繰

上
償
還
し
、
償
還
年

限
を
変
更
し
、
又
は

借
り
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
　

（
借
入

時
期

）

平
成

28
年
度
｡

た
だ

し
、

事

業
そ

の
他

の

都
合

に
よ
り
､

そ
の

一
部

又

は
全

部
を

後

年
度

に
繰

り

延
べ

て
起

債

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

　

－
18

－
－
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－



－
21
－

-
2
0

-

甲
第

26
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

中
小

企
業

振
興

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
中
小
企
業
振
興
資
金
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
29
0,
00
0千

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
23
0,
16
3千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
20
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

２
繰

越
金

2
0
5
,
3
7
8

△
 
1
8
,
9
6
7

1
8
6
,
4
1
1

１
繰

越
金

2
0
5
,
3
7
8

△
 
1
8
,
9
6
7

1
8
6
,
4
1
1

2
3
1
,
9
9
8

△
 
1
8
,
9
6
7

2
1
3
,
0
3
1

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
農

林
水

産
業

費
5
6
,
6
0
4

△
 
1
8
,
9
6
7

3
7
,
6
3
7

１
農

業
費

5
6
,
6
0
4

△
 
1
8
,
9
6
7

3
7
,
6
3
7

2
3
1
,
9
9
8

△
 
1
8
,
9
6
7

2
1
3
,
0
3
1

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 1

9
 -

－
20

－
－

19
－



－
23
－

-
2
2

-

甲
第

27
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

下
地

島
空

港
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
下
地
島
空
港
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 （
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
１
条

地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

21
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り
越
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
追
加
は
、
「
第
１
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
22
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
繰

越
金

1
8
4
,
6
8
0

△
 
1
8
4
,
6
8
0

0

１
繰

越
金

1
8
4
,
6
8
0

△
 
1
8
4
,
6
8
0

0

２
諸

収
入

3
3
5
,
4
8
3

△
 
1
0
5
,
3
2
0

2
3
0
,
1
6
3

１
貸

付
金

元
利

収
入

3
3
5
,
4
8
3

△
 
1
0
5
,
3
2
0

2
3
0
,
1
6
3

5
2
0
,
1
6
3

△
 
2
9
0
,
0
0
0

2
3
0
,
1
6
3

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
中

小
企

業
振

興
費

5
2
0
,
1
6
3

△
 
2
9
0
,
0
0
0

2
3
0
,
1
6
3

１
中

小
企

業
振

興
費

5
2
0
,
1
6
3

△
 
2
9
0
,
0
0
0

2
3
0
,
1
6
3

5
2
0
,
1
6
3

△
 
2
9
0
,
0
0
0

2
3
0
,
1
6
3

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 2

1
 -

－
22

－
－

21
－



－
25
－

-
2
4

-

甲
第

28
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

下
水

道
事

業
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
下
水
道
事
業
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 （
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
5
1
,
5
9
5
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ

れ

ぞ
れ
1
2
,
2
5
2
,
8
5
4
千
円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
２
条

既
定
の
繰
越
明
許
費
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
２
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
24
－

（
追
　
加
）

項
事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

千
円

１
土

木
費

2
0
,
0
0
0

１
空

港
費

2
0
,
0
0
0

下
地

島
空

港
管

理
運

営
費

2
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

合
　
　

計第
 
１

 
表

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

款

-
 2

3
 -

－
24

－
－

23
－



－
27
－

（
追

　
加

）

額
　

　
金

名
　

　
業

　
　

事
項 項

千
円

１
土

木
費

6
6
3
,
3
0
1

１
都

市
計

画
費

6
6
3
,
3
0
1

中
部

流
域

下
水

道
建

設
費

（
沖

縄
振

興
公

共
投

資
交

付
金

）
3
3
1
,
0
5
6

中
城

湾
流

域
下

水
道

建
設

費
3
3
2
,
2
4
5

6
6
3
,
3
0
1

合
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

合
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計第

 
２

 
表

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

款

（
変

　
更

）

千
円

千
円

１
土

木
費

1
,
7
8
2
,
7
4
1

１
都

市
計

画
費

1
,
7
8
2
,
7
4
1

中
部

流
域

下
水

道
建

設
費

（
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

）
1
,
5
7
3
,
8
4
6

中
城

湾
南

部
流

域
下

水
道

建
設

費
1
4
5
,
8
1
6

下
水

道
建

設
改

良
費

6
3
,
0
7
9

1
,
7
8
2
,
7
4
1

款

-
 2

6
 -

4
9
7
,
7
0
0

4
9
7
,
7
0
0

3
4
3
,
5
0
0

1
2
1
,
2
0
0

3
3
,
0
0
0

4
9
7
,
7
0
0

事
　

　
業

　
　

名
補

正
前

の
額

補
正

後
の

額

－
26
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
分

担
金

及
び

負
担

金
5
,
6
0
5
,
8
4
9

１
負

担
金

5
,
6
0
5
,
8
4
9

５
　
 繰

入
金

9
2
7
,
9
9
9

１
一

般
会

計
繰

入
金

9
2
7
,
9
9
9

1
2
,
3
0
4
,
4
4
9

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
土

木
費

1
0
,
9
3
6
,
7
7
4

１
都

市
計

画
費

1
0
,
9
3
6
,
7
7
4

２
公

債
費

1
,
3
6
7
,
6
7
5

１
公

債
費

1
,
3
6
7
,
6
7
5

1
2
,
3
0
4
,
4
4
9

△
 
4
1
,
0
9
5

△
 
4
1
,
0
9
5

△
 
1
0
,
5
0
0

△
 
1
0
,
5
0
0

△
 
5
1
,
5
9
5

△
 
3
6
,
5
9
5

△
 
3
6
,
5
9
5

△
 
1
5
,
0
0
0

△
 
1
5
,
0
0
0

△
 
5
1
,
5
9
5

5
,
5
6
4
,
7
5
4

5
,
5
6
4
,
7
5
4

9
1
7
,
4
9
9

9
1
7
,
4
9
9

1
2
,
2
5
2
,
8
5
4

1
0
,
9
0
0
,
1
7
9

1
0
,
9
0
0
,
1
7
9

1
,
3
5
2
,
6
7
5

1
,
3
5
2
,
6
7
5

1
2
,
2
5
2
,
8
5
4

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 2

5
 -

－
26

－
－

25
－



－
29
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
 
繰

越
金

3
4
,
4
8
6

△
 
3
3
,
4
4
7

1
,
0
3
9

１
繰

越
金

3
4
,
4
8
6

△
 
3
3
,
4
4
7

1
,
0
3
9

２
 
諸

収
入

1
7
,
8
1
3

△
 
1
7
,
1
2
3

6
9
0

２
貸

付
金

元
利

収
入

1
6
,
5
5
3

△
 
1
6
,
5
5
3

0

３
雑

入
1
,
1
1
0

△
 
5
7
0

5
4
0

5
2
,
2
9
9

△
 
5
0
,
5
7
0

1
,
7
2
9

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
農

林
水

産
業

費
5
2
,
2
9
9

△
 
5
0
,
5
7
0

1
,
7
2
9

１
水

産
業

費
5
2
,
2
9
9

△
 
5
0
,
5
7
0

1
,
7
2
9

5
2
,
2
9
9

△
 
5
0
,
5
7
0

1
,
7
2
9

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 2

8
 -

－
28
－

-
2
7

-

甲
第

29
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
5
0
,
5
7
0
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ

れ

ぞ
れ
1,
72
9千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
28

－
－

27
－



－
31
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
財

産
収

入
7
4
3
,
1
2
6

△
 
2
5
3
,
7
0
7

4
8
9
,
4
1
9

２
 
財

産
売

払
収

入
7
3
8
,
0
6
5

△
 
2
9
3
,
5
9
1

4
4
4
,
4
7
4

１
 
財

産
運

用
収

入
5
,
0
6
1

3
9
,
8
8
4

4
4
,
9
4
5

２
繰

越
金

1
2
4
1
,
8
7
6

2
4
1
,
8
7
7

１
繰

越
金

1
2
4
1
,
8
7
6

2
4
1
,
8
7
7

４
県

債
1
,
4
3
7
,
3
0
0

△
 
2
0
4
,
4
0
0

1
,
2
3
2
,
9
0
0

１
県

債
1
,
4
3
7
,
3
0
0

△
 
2
0
4
,
4
0
0

1
,
2
3
2
,
9
0
0

５
繰

入
金

0
1
5
8
,
4
0
0

1
5
8
,
4
0
0

１
一

般
会

計
繰

入
金

0
1
5
8
,
4
0
0

1
5
8
,
4
0
0

2
,
1
8
0
,
4
6
9

△
 
5
7
,
8
3
1

2
,
1
2
2
,
6
3
8

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
商

工
費

6
7
,
6
9
6

△
 
5
,
5
0
0

6
2
,
1
9
6

１
工

鉱
業

費
6
7
,
6
9
6

△
 
5
,
5
0
0

6
2
,
1
9
6

２
公

債
費

2
,
1
1
2
,
7
7
3

△
 
5
2
,
3
3
1

2
,
0
6
0
,
4
4
2

１
公

債
費

2
,
1
1
2
,
7
7
3

△
 
5
2
,
3
3
1

2
,
0
6
0
,
4
4
2

2
,
1
8
0
,
4
6
9

△
 
5
7
,
8
3
1

2
,
1
2
2
,
6
3
8

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 3

0
 -

－
30
－

-
2
9

-

甲
第

30
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

中
城

湾
港

（
新

港
地

区
）

臨
海

部
土

地
造

成
事

業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
中
城
湾
港
（
新
港
地
区
）
臨
海
部
土
地
造
成
事
業
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１

号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
5
7
,
8
3
1
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ

れ

ぞ
れ
2,
12
2,
63
8千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条

既
定
の
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
２
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
30

－
－

29
－



－
33
－

-
3
2

-

甲
第

31
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

国
際

物
流

拠
点

産
業

集
積

地
域

那
覇

地
区

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域
那
覇
地
区
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
2
5
,
4
0
2
千

円
を

減
額

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

そ
れ

ぞ
れ
55
1,
49
8千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
32
－

第
 
２

 
表

 
 
 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

（
変

　
更

）

補
正
前
の
額

補
 
正
 
額

千
円

千
円

千
円

中
城

湾
港
（

新
港

地
区

）
臨

海
部

土
地

造
成

事
業

1
5
8
,
4
0
0

△
1
5
8
,
4
0
0

0
年

９
％

以
内

（
た

だ
し

、

利
率

見
直

し

方
式

で
借

り

入
れ

る
資

金

に
つ

い
て

、

利
率

の
見

直

し
を

行
っ

た

後
に

お
い

て

は
、

当
該

見

直
し

後
の

利

率
）

　
　

　

償
還

期
間

は
、

据
置

期
間

を
含

め
3
0
年

以

内
と

す
る

。

償
還

方
法

は
、

元
利

均
等

、
元

金
均

等
等

に
よ

る
。

た
だ

し
、

財
政

の
都

合
に

よ
り

、
据

置
期

間
中

で
あ

っ
て

も
繰

上
償

還
し

、
償

還
年

限
を

変
更

し
、

又
は

借
り

換
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
借
入
方

法
）

証
書
借
入

又

は
証
券
発

行

に
よ
る
。

　

発
行
価
格

が

額
面
金
額

を

下
回
る
と

き

は
、
そ
の

発

行
差
額
を

う

め
る
た
め

必

要
な
金
額

を

こ
れ
に
加

算

し
た
金
額

と

す
る
こ
と

が

で
き
る
。

　

（
借
入

時
期

）

平
成

28
年
度
｡

た
だ
し

、
事

業
そ
の

他
の

都
合

に
よ
り
､

そ
の
一

部
又

は
全
部

を
後

年
度
に

繰
り

延
べ
て

起
債

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
　

合
　
　
　
　
　
計

1
5
8
,
4
0
0

△
1
5
8
,
4
0
0

0

起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
　
度
　
　
額

償
還
の
方
法

-
 3

1
 -

起
債
の
方
法

利
　
　
率

計

－
32

－
－

31
－



－
35
－

-
3
4

-

甲
第

32
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

産
業

振
興

基
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
産
業
振
興
基
金
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
3
3
,
1
1
0
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ

れ

ぞ
れ
25
8,
44
4千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
34
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
使

用
料

及
び

手
数

料
3
8
0
,
3
8
6

△
 
9
,
3
2
8

3
7
1
,
0
5
8

１
使

用
料

3
8
0
,
3
8
6

△
 
9
,
3
2
8

3
7
1
,
0
5
8

３
諸

収
入

1
9
6
,
5
1
3

△
 
8
9
,
5
7
4

1
0
6
,
9
3
9

２
　
雑

入
1
9
6
,
5
1
2

△
 
8
9
,
5
7
4

1
0
6
,
9
3
8

４
県

債
0

7
3
,
5
0
0

7
3
,
5
0
0

１
県

債
0

7
3
,
5
0
0

7
3
,
5
0
0

5
7
6
,
9
0
0

△
 
2
5
,
4
0
2

5
5
1
,
4
9
8

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
商

工
費

4
8
7
,
2
0
2

△
 
1
0
1
,
5
8
7

3
8
5
,
6
1
5

１
商

業
費

4
8
7
,
2
0
2

△
 
1
0
1
,
5
8
7

3
8
5
,
6
1
5

２
公

債
費

8
9
,
6
9
8

7
6
,
1
8
5

1
6
5
,
8
8
3

１
公

債
費

8
9
,
6
9
8

7
6
,
1
8
5

1
6
5
,
8
8
3

5
7
6
,
9
0
0

△
 
2
5
,
4
0
2

5
5
1
,
4
9
8

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 3

3
 -

－
34

－
－

33
－



－
37
－

-
3
6

-

甲
第

33
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

中
城

湾
港

（
新

港
地

区
）

整
備

事
業

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
中
城
湾
港
（
新
港
地
区
）
整
備
事
業
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
１
条

地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

21
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り
越
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
追
加
は
、
「
第
１
表
繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
36
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

２
 
繰

入
金

1
4
2
,
5
4
3

△
 
3
3
,
1
1
0

1
0
9
,
4
3
3

１
基

金
繰

入
金

1
4
2
,
5
4
3

△
 
3
3
,
1
1
0

1
0
9
,
4
3
3

2
9
1
,
5
5
4

△
 
3
3
,
1
1
0

2
5
8
,
4
4
4

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
産

業
振

興
費

2
9
1
,
5
5
4

△
 
3
3
,
1
1
0

2
5
8
,
4
4
4

１
産

業
振

興
費

2
9
1
,
5
5
4

△
 
3
3
,
1
1
0

2
5
8
,
4
4
4

2
9
1
,
5
5
4

△
 
3
3
,
1
1
0

2
5
8
,
4
4
4

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 3

5
 -

－
36

－
－

35
－



－
39
－

-
3
8

-

甲
第

34
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

中
城

湾
港

マ
リ

ン
・

タ
ウ

ン
特

別
会

計
補

正
予

算

（
第

３
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
中
城
湾
港
マ
リ
ン
・
タ
ウ
ン
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
 
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
か

ら
5
5
,
6
8
3
千

円
を

減
額

し
、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を
そ
れ

ぞ
れ
2,
35
6,
39
2千

円
と
す
る
。

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
38
－

（
追
　
加
）

項
事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

千
円

１
土

木
費

2
6
0
,
8
9
3

１
港

湾
費

2
6
0
,
8
9
3

中
城

湾
港

機
能

施
設

整
備

費
2
6
0
,
8
9
3

2
6
0
,
8
9
3

合
　
　

計第
 
１

 
表

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

款

-
 3

7
 -

－
38

－
－

37
－



－
41
－

-
4
0

-

甲
第

35
号
議
案

平
成

2
8
年

度
沖

縄
県

公
債

管
理

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

28
年
度
沖
縄
県
公
債
管
理
特
別
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
1
,
1
0
0
,
0
0
0
千

円
を

減
額

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

そ

れ
ぞ
れ
83
,
45
3
,
49
0千

円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予

算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

平
成

29
年
２
月

15
日
提
出

沖
縄
県
知
事

翁
長

雄
志

－
40
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

２
財

産
収

入

２
公

債
費

5
3
3
,
2
2
2

１
財

産
売

払
収

入
5
3
3
,
2
2
2

５
県

債
1
,
2
0
2
,
6
8
6

１
県

債
1
,
2
0
2
,
6
8
6

2
,
4
1
2
,
0
7
5

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
土

木
費

7
1
8
,
0
9
8

1
,
6
9
3
,
9
7
7

1
,
6
9
3
,
9
7
7

0 0

1
,
6
9
3
,
9
7
7

1
,
6
9
3
,
9
7
7

１
港

湾
費

１
公

債
費

7
1
8
,
0
9
8

2
,
4
1
2
,
0
7
5

1
,
0
6
0
,
0
0
3

1
,
0
6
0
,
0
0
3

△
 
1
,
1
1
5
,
6
8
6

△
 
1
,
1
1
5
,
6
8
6

△
 
5
5
,
6
8
3

△
 
5
5
,
6
8
3

△
 
5
5
,
6
8
3

△
 
5
5
,
6
8
3

1
,
5
9
3
,
2
2
5

1
,
5
9
3
,
2
2
5

8
7
,
0
0
0

8
7
,
0
0
0

2
,
3
5
6
,
3
9
2

6
6
2
,
4
1
5

6
6
2
,
4
1
5

2
,
3
5
6
,
3
9
2

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 3

9
 -

－
40

－
－

39
－



－
42
－

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
繰

入
金

7
0
,
3
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

6
9
,
2
5
3
,
4
9
0

１
一

般
会

計
繰

入
金

7
0
,
3
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

6
9
,
2
5
3
,
4
9
0

8
4
,
5
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

8
3
,
4
5
3
,
4
9
0

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

千
円

千
円

千
円

１
公

債
費

8
4
,
5
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

8
3
,
4
5
3
,
4
9
0

１
公

債
費

8
4
,
5
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

8
3
,
4
5
3
,
4
9
0

8
4
,
5
5
3
,
4
9
0

△
 
1
,
1
0
0
,
0
0
0

8
3
,
4
5
3
,
4
9
0

 
歳
　
　
出

項
款

歳
　
　
　
　
出
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

第
 
１

 
表

 
 
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
歳
　
　
入

項
款

歳
　
　
　
　
入
　
　
　
　
合
　
　
　
　
計

-
 4

1
 -

－
41

－




